
 

令和 ７ 年１２月１７日 厚生委員会 

 

市民生活部環境政策課 

 

 

議 案 説 明 資 料（追加資料） 

 

１ 議案第５９号 田川地区斎場組合規約の変更について 

 

２ 議案第６０号 田川地区斎場組合の解散について 

  

３ 議案第６１号 田川地区斎場組合の解散に伴う財産処分について 

 

４ 議案第６２号 田川地区広域環境衛生施設組合の共同処理する事務の変更及び 

規約の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

厚生委員会（令和７年 12月 10日（水）開催）からの質問事項等について 

 

１ 一部事務組合統合に関連する事項 

区分 案     件（質問事項等） 回       答 

１ 

組合統合に関する会議資料の提供

等について 

❶市町村長会議や準備委員会等で使用された資料

の提供について 

 

 

❷統合のメリット（財政面・人員等） 

 

 

 

 

 

 

❸統合しなかった場合の検討 

 

 

 

 

 

 

 

❹各組合の研修等の実施状況 

❶副市町村長会議において、配布資料（組織図、統一見解）を決

定しており、議論の過程等の資料の配布は控えてほしいとのこと

であった。（担当課長会議） 

 

❷具体的な検討は行っていないが、財政面については、主な経費

の削減として議会費約８５０千円（令和７年度予算ベース）の他、

電算システム関係経費の減額が見込まれる。 

また、人員については、共通する総務部門の事務の統一化によっ

て斎場組合の派遣職員（２名）を減少させることを念頭に組織編

制を検討する予定とのことであった。 

 

❸令和６年１２月頃から各市町村衛生担当課長により、斎場の事

務について課題（内部事務の停滞、職員体制のひっ迫）解決を行

うため、協議体を組織し、一部事務組合統合についての協議がな

された。３月に管理者（福智町長）から各市町村長に提案があり、

５月には基本合意書の締結に至った。 

このことから、統合しなかった場合の検討は行われていないとの

ことであった。 

 

❹斎場組合では職員研修の実績はないが、広域組合では人権研修

を実施した。また、当組合が設立から間もないことから、今後の

人材育成等の研修に関し、構成自治体と連携し取り組んでいくと

ともに、スケールメリットを生かした人材育成に取り組むとのこ

とであった。 
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区分 案     件（質問事項等） 摘       要 

２ 

し尿処理に関し求めてきた資料の

提出について 

❶文書により５月、８月に提供を求めてきた情報

について 

❶提供を求めてきた情報について、現在までに広域組合から新た

に示された情報を精査し、その資料を基に広域組合と協議を実施

した。（別紙添付） 

 

３ 

町村のみで新組合を組織する職員

等の発言について 

❶本市議会が統合関連議案に否決した場合、郡部

のみで組合を組織するほうが良いのではないかと

の発言があったことに関し、課長から委員会に報

告があったがその真意について 

 

❶統合に関する協議の中で、課長会議や分科会で発言があったこ

とから、会議の発言・雰囲気を伝えたものであり特段の意図があ

ったものでない。 

４ 

し尿処理許可に係る判決への対応

について 

❶判決後の対応について ❶１２月２３日（火）開催予定の広域組合議会において報告する

予定であり、その前に回答できないとのことであった。組合議会

への報告内容については、後日、当委員会に報告したい。 

 

５ 

Ｃ工区新規業者が事業系ごみの搬

入許可された経緯について 

❶搬入許可に関し、不許可から許可に変更となっ

たことについて 

❶現時点において、本件を組合議会に報告する予定がないため、

現段階では回答はできないとのことであった。今後、組合議会に

報告があった場合は、当委員会に報告したい。 

 

２ その他 
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一般廃棄物（し尿及びし尿浄化槽汚泥）収集運搬等に関する情報提供の状況について 

 

１ 令和６年５月２３日付け文書に係るもの 

№ 田川地区広域環境衛生施設組合に求めた情報の内容 各情報に係る精査の結果 
 

１ 
 

地区割の見直し結果に係る詳細（事業者名及び地区名・区域

名等が分かるもの） 
 

令和６年４月３０日に概要図を提供いただいた。（同日開催の広域組

合準備室会議終了後、事務局から） 
 

２ 
 

各事業者の受持ち数等の平準化を行うに当たっての数値等の

基準に係る資料 

 
各業者間の収集運搬量の格差及び飛び地の存在がある旨の説明がな

された。（令和 6 年 12 月 20 日開催の広域組合議会において組合長か

ら） 
  

３ 
 

し尿等収集運搬業の許可の根拠となる一般廃棄物処理計画

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）第６条に規定するもの）の内容 
 

令和６年５月３０日に田川市区域分を提供いただいた。（同日開催の

広域組合準備室会議終了後、事務局から） 

 
４ 

 
し尿等収集運搬業の許可取消及び浄化槽清掃業の不許可とな

った本市所在の２業者に係るそれぞれの処分理由の詳細及び

２業者の現状 

 
許可取消、不許可の理由については、令和 6 年 10 月開催の広域組合・

東部組合合同全員協議会で詳しく説明した旨の発言がなされた。（令

和 6 年 12 月 20 日開催の広域組合議会において組合長から） 

【同組合議会における訴訟に関する説明概要】 

・ 許可取消及び不許可の理由は、廃棄物処理法等の規定に違反した

こと 

・ 一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可に関して、２業者

からの訴訟であること 

・ 訴訟に関する費用は、弁護士委託料及び法律相談等に伴う旅費で

あり、３３０万円の補正を令和 6 年 4 月 30 日付けで専決したこと 

また、令和 7 年 11 月開催の田川市議会全員協議会においても発言が

なされた。（令和 7 年 11 月 26 日開催の田川市議会全員協議会におい

て組合長から） 
  

５ 
 

地区割の見直し等に伴う市民と業者との契約に係る問題への

対処方法 

 
一般廃棄物（し尿等）収集運搬業の地区割及び不許可等に関する問合

せは、広域組合において対応する旨の説明がなされた。（令和 7 年 4

月 18 日開催の８市町村衛生担当課長会議終了後、事務局から） 
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№ 田川地区広域環境衛生施設組合に求めた情報の内容 各情報に係る精査の結果 
 

６ 
 

次のし尿処理施設のいわゆる性能保証期間、同保証期間内に

おける修繕費としての負担の有無及び施設稼働後から現在に

至るまでの修繕費の発生状況並びに当該修繕費が発生してい

る場合における修繕計画の有無及びその内容 

⑴ 名称 田川地区クリーンセンター 

⑵ 位置 福岡県田川郡大任町大字大行事２２５９番地 
 

 
令和 3 年から令和 17 年度までの 15 年間のメンテナンス計画（プラ

ントメーカーの推奨計画）があるが、非常に高額であることから、広

域組合では、第三者機関である環境コンサルタント会社等に精査及

び協議検討を行い、可能な限り最小の経費によるメンテナンス修繕

を行っている旨の説明がなされた。（令和 6 年 12 月 20 日の広域組合

議会で事務局から） 
  

７ 
 

上記の１、２、３、５及び６のうち、本市から市民への周知

が可能である情報 
 

 
各情報とも本市から市民への周知ではなく広域組合に問い合わせい

ただく情報であると整理した。 
 

 

２ 令和６年８月８日付け文書に係るもの 

№ 田川地区広域環境衛生施設組合に求めた情報の内容 現在（R7.12.17） 
 
１ 

 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」と

いう。）第７条第１項、田川地区広域環境衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

（令和３年条例第２２号）第６条第１項及び田川地区広域環境衛生施設組合廃棄物の処理及

び清掃に関する条例施行規則（令和３年規則第１７号。以下「規則」という。）第６条の規定

により、貴組合において許可を行うに当たり組合長への提出を求めた書類等について 

⑴ 規則第６条第１０号に定める「その他組合長が必要と認める書類」の内容（各事業者の

受持ち数等の平準化を行うための資料を含む） 

⑵ 上記⑴の書類に記載された情報の使用状況（使用範囲及び他者への提供状況） 
  

一般廃棄物（し尿等）収集運搬業の地

区割及び不許可等に関する問合せ

は、広域組合において対応する旨の

説明がなされた。(令和 7 年 4 月 18

日開催の８市町村衛生担当課長会議

終了後、事務局から) 

 
２ 

 
廃棄物処理法第７条第５項第２号に定める「申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するも

のであること」との規定について、し尿等収集運搬業の許可に関して、貴組合の一般廃棄物

処理計画のうち、同条第５項に規定するとおり適合していると認める際の判断に係る記載部

分（令和６年度田川地区広域環境衛生施設組合一般廃棄物処理計画に記載がある場合は、該

当箇所を明示） 
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